
   障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例 

施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金

井市条例（平成３０年条例第２８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（特定相談の記録） 

第２条 小金井市（以下「市」という。）は、条例第１３条第１項に規定する特定相談

を受けたときは、小金井市障害者差別の解消に係る特定相談対応記録票（様式第１

号）を作成し、その内容を記録するものとする。 

（助言又はあっせんの申立て） 

第３条 条例第１４条第１項の助言又はあっせんの申立て（以下「申立て」という。）

をしようとする者は、小金井市障害者差別の解消に係る助言・あっせん申立書（様

式第２号。以下「申立書」という。）を市長に提出しなければならない。ただし、申

立てをしようとする者が申立書の作成又は提出をすることができないことについて

相当の理由があると市長が認めるときは、口頭で申立てを行うことができる。 

２ 申立てをしようとする者は、申立てに当たり、必要に応じて助言又はあっせんの

参考となる事項に関する書類、記録その他の資料を提出することができる。 

３ 第１項ただし書の規定により口頭で申立てを行う者は、申立書に記載すべき事項

を陳述しなければならない。 

４ 前項の規定による陳述に当たっては、市長は、その指名する職員に当該陳述の内

容を記録させなければならない。この場合において、当該職員は、陳述を行った者

に記録した内容を読み聞かせる等の方法により、当該内容に誤りのないことを確認

しなければならない。 

（対象事案の調査） 

第４条 条例第１５条第２項の規定による勧告は、小金井市障害者差別の解消に係る

調査協力勧告書（様式第３号）により行うものとする。 

（申立てに係る意見の求め） 

第５条 市長は、条例第１６条第１項の規定により小金井市地域自立支援協議会（以

下「自立支援協議会」という。）の意見を求めるときは、小金井市障害者差別の解消

に係る意見依頼書（様式第４号）により行うものとする。 



２ 自立支援協議会は、条例第１６条第１項の規定による意見の求めに対し、意見を

するときは、小金井市障害者差別の解消に係る自立支援協議会意見書（様式第５号）

により行うものとする。 

（申立てに係る結果等の通知） 

第６条 市長は、申立てに対する処理の経過及び結果を小金井市障害者差別の解消に

係る申立結果通知書（様式第６号）により当該申立てを行った者に通知するものと

する。 

（勧告） 

第７条 条例第１７条の規定による勧告は、小金井市障害者差別の解消に係る勧告書

（様式第７号）により行うものとする。 

（公表） 

第８条 条例第１８条第１項の規定による公表は、次に掲げる事項について、市報及

び市ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。 

⑴ 勧告を受けた者の氏名（法人の場合は名称及び代表者の氏名） 

⑵ 勧告を受けた者の住所（法人の場合は主たる事務所の所在地） 

⑶ 勧告の内容 

⑷ 勧告に従わなかった旨 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（意見を述べる機会の付与） 

第９条 市長は、条例第１８条第２項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、

当該機会を与える者に対し、次に掲げる事項を小金井市障害者差別の解消に係る意

見陳述機会付与通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

 ⑴ 予定される公表の内容 

 ⑵ 小金井市障害者差別の解消に係る意見書（様式第９号。以下「意見書」という。）

の提出期限（口頭で意見を述べる場合は、出席すべき日時） 

 ⑶ 意見書の提出先（口頭で意見を述べる場合は、出席すべき場所） 

２ 前項の規定による通知を受けた者（以下「意見陳述者」という。）が意見を述べる

ときは、意見書を市長が別に定める提出期限までに提出する方法により行うものと

する。ただし、市長が認めるときは、口頭で意見を述べることができる。 

３ 意見陳述者は、意見を述べるに当たり、必要に応じて証拠書類又は証拠物を提出

することができる。 

４ 第２項ただし書の規定により意見陳述者が口頭で意見を述べるに当たっては、市



長は、その指名する職員に当該意見の内容を記録させなければならない。この場合

において、当該職員は、当該意見陳述者に記録した内容を読み聞かせる等の方法に

より、当該内容に誤りのないことを確認しなければならない。 

（意見書の提出期限の延長等の申出） 

第１０条 意見陳述者は、やむを得ない事情があるときは、市長に対し、意見書の提

出期限の延長又は口頭で意見を述べる日時もしくは場所の変更を申し出ることがで

きる。 

２ 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又

は口頭で意見を述べる日時もしくは場所を変更することができる。 

（意見書を提出しないとき等の取扱い） 

第１１条 意見陳述者が、正当な理由なく、提出期限までに意見書を提出しないとき、

又は口頭で意見を述べる期日に出席しないときは、意見がなかったものとして取り

扱うものとする。 

（代理人） 

第１２条 意見陳述者は、意見を述べるに当たり代理人を選任することができる。 

２ 意見陳述者は、前項の規定により代理人を選任するときは、小金井市障害者差別

の解消に係る意見陳述代理人選任届（様式第１０号）により市長に届け出なければ

ならない。 

３ 第１項の規定により意見陳述者が代理人を選任したときは、当該代理人は、当該

意見陳述者のために意見を述べる一切の行為をすることができる。 

 

   付 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



 

様式第１号（第２条関係） 

小金井市障害者差別の解消に係る特定相談対応記録票 

相 談 日 時 年  月  日    ：    ～    ： 

相 談 方 法 電話・面談・電子メール・その他 （                ） 

相 談 履 歴 初回・   回目(前回相談年月日：    年   月   日) 

対 応 者 氏 名  

相 談 者 

氏 名  

住 所  

電 話 番 号 （       ）     － 

本人との関係 
本人・家族親族（同居・別居、続柄：       ）・知人 

・その他（                            ） 

障害を理由

とする差別

を受けた者 

氏 名  性 別 男・女 年 齢     歳 

住 所  

電 話 番 号 （       ）     － 

主 障 害 身体障害・知的障害・精神障害･その他 （              ） 

障 害 者 手 帳 有（種別：            、等級：      ）・ 無 

特 記 事 項  

相 談 内 容 

１不当な差別的取扱い  ２合理的な配慮の不提供  ３その他 

 

対 応 内 容  

決

裁

欄 

受付日 

 

／ 

受

付 

 係 

 

主

任 

 

係

長 

 

課

長 

 



様式第２号（第３条関係） 

年  月  日  

（宛先）小金井市長 

申請者住所           

氏名             

電話番号（  ）  －     

差別を受けたとされる者との関係 

（              ） 

 

小金井市障害者差別の解消に係る助言・あっせん申立書 

 

障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例第１４条第

１項又は第２項の規定に基づき、下記のとおり差別に該当すると思われる事案を解決

するための助言又はあっせんを申し立てます。 

 

記 

 

１ 差別を受けたとされる者 

⑴ 住所 

⑵ 氏名 

 

２ 差別をしたとされるもの 

⑴ 住所（法人その他の団体にあっては主たる事務所又は事業所の所在地） 

⑵ 氏名（法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名） 

 

３ 差別を受けた日 

 

４ 差別に該当すると思われる事案の概要 

 

５ 求める助言又はあっせんの内容 

 

６ その他参考となる事項 



様式第３号（第４条関係） 

                           小   発第   号  

年  月  日  

          様  

 

 

                     小金井市長         公印 

 

小金井市障害者差別の解消に係る調査協力勧告書 

 

 障害者に対する差別を解消するための調査の協力のため、障害のある人もない人も

共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例第１５条第２項の規定により、下記の

対象事案について調査に協力するよう勧告します。 

 

記 

 

１ 対象事案の発生

した日 

 

２ 対象事案の発生

した場所 

 

３ 対象事案の内容  

 



様式第４号（第５条関係） 

                           小   発第   号  

年  月  日  

小金井市地域自立支援協議会会長  

様  

 

                     小金井市長         公印 

 

小金井市障害者差別の解消に係る意見依頼書 

 

 障害者に対する差別を解消するため、障害のある人もない人も共に学び共に生きる

社会を目指す小金井市条例第１６条第１項の規定により、次のとおり意見を求めます。 

１ 助言又はあ

っせんの申立

てがあった日 

 

２ 差別に該当

すると思われ

る事案の概要 

 

３ 申立てを行

った者が求め

る措置の内容 

  

４ 備考  

 



様式第５号（第５条関係） 

                              年  月  日  

 （宛先）小金井市長 

                    小金井市地域自立支援協議会会長 

 

 

小金井市障害者差別の解消に係る自立支援協議会意見書 

 

    年  月  日付け小  発第   号により、意見の求めのあった障害者

差別の解消に係る助言又はあっせんの申立てについて、次のとおり意見書を送付しま

す。 

１ 助言又はあ

っせんの要否 

 

２ 助言又はあ

っせんの内容 

※ 助言又はあ

っせんが適当

でないと認め

る場合はその

理由 

 

３ 備考  



様式第６号（第６条関係） 

                           小   発第   号  

年  月  日  

          様  

 

 

                     小金井市長         公印 

 

小金井市障害者差別の解消に係る申立結果通知書 

 

     年  月  日付けで申立てのあった障害者差別の解消に係る助言又はあ

っせんの処理の経過及び結果について、障害のある人もない人も共に学び共に生きる

社会を目指す小金井市条例施行規則第６条の規定により、次のとおり通知します。 

 

１ 助言又はあっせんの申

立ての処理の経過 

 

２ 結果  

３ 備考  

 



様式第７号（第７条関係） 

                           小   発第   号  

年  月  日  

          様  

 

 

                     小金井市長         公印 

 

小金井市障害者差別の解消に係る勧告書 

 

 障害者に対する差別を解消するため、障害のある人もない人も共に学び共に生きる

社会を目指す小金井市条例第１７条の規定により、次のとおり勧告します。 

１ 勧告の内容  

２ 勧告の原因

となる事実 

 

３ 備考  

４ 注意事項  正当な理由なくこの勧告に従わないときは、障害のある人も

ない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例第１８

条第１項及び障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会

を目指す小金井市条例施行規則第８条の規定により、氏名、住

所、勧告の内容、勧告に従わなかった旨等を公表することがあ

ります。 



様式第８号（第９条関係） 

                           小   発第   号  

年  月  日  

          様  

 

                     小金井市長         公印 

 

小金井市障害者差別の解消に係る意見陳述機会付与通知書 

 

 障害者差別の解消に係る勧告に従わない旨を公表するに当たり、当該勧告に対する

意見を述べる機会を付与するので、障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会

を目指す小金井市条例施行規則第９条第１項の規定により通知します。 

 つきましては、下記により意見書の提出（口頭で意見を述べる場合は、出席）をし

てください。 

記 

１ 予定される公表の内容 

 

２ 公表の根拠 

  障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例第１８条

第１項 

 

３ 意見を述べる方法 

 □ 意見書を提出する方法 

 □ 口頭で意見を述べる方法 

 

４ 意見書の提出期限（口頭で意見を述べる場合は、出席すべき日時） 

 

５ 意見書の提出先（口頭で意見を述べる場合は、出席すべき場所） 

 

６ 備考 

  代理人が意見を述べる場合は、あらかじめ小金井市障害者差別の解消に係る意見

陳述代理人選任届により届け出てください。 



様式第９号（第９条関係） 

年  月  日  

（宛先）小金井市長 

住所           

氏名             

（法人等の場合は、事務所の所在地 

及び名称並びに代表者の氏名） 

電話番号（  ）  －     

 

小金井市障害者差別の解消に係る意見書 

 

    年  月  日付け小   発第   号により勧告のあった障害者に対

する差別の解消について、障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す

小金井市条例施行規則第９条第２項の規定により、次のとおり意見を述べます。 

１ 公表（勧告）

の原因となる事

実その他当該事

案の内容につい

ての意見 

 

２ 備考  

※ 記入欄が不足する場合は、別紙に記載して添付してください。 



様式第１０号（第１２条関係） 

年  月  日  

（宛先）小金井市長 

住所           

氏名             

（法人等の場合は、事務所の所在地 

及び名称並びに代表者の氏名） 

電話番号（  ）  －     

 

小金井市障害者差別の解消に係る意見陳述代理人選任届 

 

障害者差別の解消に係る勧告に対する意見陳述に当たり代理人を選任するので、障

害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例施行規則第１２

条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

１ 代理人の氏名  

２ 代理人の住所  

３ 代理人の連絡先  

４ 届出者との関係   

 


